
 

 

２０１９年１０月２８日 

 

 

   

  

 

令和元年１０月２５日の記録的な大雨により被害を受けられた皆さまに、心からお見
舞い申しあげます。 
株式会社 千葉興業銀行（頭取 梅田 仁司）は、２０１９年１０月２８日（月）より、

被害を受けられた被災者の皆さまの災害復旧にお役立ていただくために、下記のとおり、
令和元年１０月２５日の記録的な大雨により被災した建物を所有されている方を災害
復旧支援ローンの対象者に追加いたします。 

記 

・災害復旧支援ローンの主な内容（追加） 

商品名 災害復旧支援ローン（有担保） 災害復旧支援ローン（無担保） 

対象者（追加） 令和元年１０月２５日の記録的な大雨により被災した建物の所有者の方 

〔原則として、被災（罹災）証明書をご提出いただきます。お申込やご相談の時点では

証明書がなくても結構です。〕 

資金使途 災害復旧にかかわる本人居住用の土地・住宅

の購入、住宅の新築・改修資金 

住宅の災害復旧にかかわる改修・リフォ

ーム資金 

お借入金額 １０万円以上１億円以内 １０万円以上３００万円以内 

お借入期間 １年以上３５年以内 

（お借入期間中１年間の元金据置可） 

６か月以上５年以内 

（お借入期間中１年間の元金据置可） 

金利 住宅ローン（保証料後払い方式）店頭表示金

利より 

▲１．６％（変動・３年・５年・１０年固定） 

▲１．４％（２年固定） 

変動金利 ２．３５％ 

（２０１９年１０月２８日現在） 

※金利については店頭にお問い合わせ

ください。 

保証人 ちば興銀カードサービス株式会社 

取扱手数料 無 料 

担保 ご融資対象物件に第一順位の抵当権を設定

登記させていただきます。 

不 要 

お申込受付期間 ２０１９年１０月２８日（月）～ ２０２０年４月３０日（木） 

その他 被災されたお客さまのローンに関するご返済額の変更等につきましては、ご返済いた

だいている支店までご相談ください。 
  

※お申込に際しては、当行所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご希望に添えな

い場合もございますのでご了承ください。 

以 上 

 

令和元年１０月２５日の記録的な大雨による被災者の皆さまに対する 

「災害復旧支援ローン」の取扱いについて 
 


